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第３ 無窓階の取扱い 

 

 

無窓階とは、建築物の地上階のうち、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）（以下「規則」

という。）第５条の３で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。 

避難上又は消火活動上有効な開口部の取扱いについては、次によるものとする。 

１ 床面積に対する開口部の割合 

規則第５条の３第１項に定める床面積に対する避難上又は消火活動上有効な開口部の割合は、次 

によること。 

⑴ 11階以上の階 

直径 50㎝以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の 30分の１ 

を超える階であること。（第４－１図参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

第４－１図 

 

⑵ 10階以下の階 

前⑴の開口部に、直径 1ⅿ以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞ 

れ 75 ㎝以上及び 1.2ⅿ以上の開口部（以下「大型開口部」という。）が２以上含まれていること。 

（第４－２図参照） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第４－２図 
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⑶ 吹き抜けが存する階 

吹き抜けが存する階の開口部の面積算定は、当該床が存する部分の外壁開口部の合計とする。 

（第４－３図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－３図 

 

⑷ 大型開口部が２箇所以上設けられない階 

当該建物の周囲三方が隣地境界線等で囲まれ、大型開口部が２箇所以上設けられない場合で、当 

該開口部の大きさが床面積の 30分の１を超える場合は、有効な開口部として取り扱うこととし、 

１箇所で足りることとする。（第４－４図参照） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第４－４図 

 

２ 開口部の位置 

⑴ 次のすべてに適合する踏み台を設けた場合は、規則第５条の３第２項第１号の「床面から開口 

部の高さは、1.2ⅿ以内」のものとして取り扱うことができる。（第４－５図参照） 

ア 不燃材料で造られ、かつ、堅固な構造であること。 

イ 開口部が設けられている壁面と隙間がなく、床面に固定されていること。 

ウ 高さは、概ね30㎝以内、奥行は30㎝以上、幅は開口部の幅以上であること。 

エ 踏み台の上端から開口部の下端まで1.2ⅿ以内であること。 

オ 避難上支障のないように設けられていること。 
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第４－５図 

 

⑵ 開口部が容易に外すことができない桟等で仕切られている場合は、下端が床面から 1.2ⅿ以内に 

ある開口部のみを有効な開口部として取り扱うこと。（第４－６図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

第４－６図 

 

⑶ 次に掲げる空地等は、規則第５条の３第２項第２号の「通路その他の空地」として取り扱うこ 

とができる。（第４－７図参照） 

ア 国又は地方公共団体等の管理する公園等で将来にわたって空地の状態が維持されているも 

の。 

イ 道又は道に通じる幅員１ⅿ以上の通路に通じることができる広場、建築物の屋上、庭、バルコ 

ニー、屋根、庇又は階段状の部分等で避難及び消火活動が有効にできるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－７図 
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ウ １ⅿ以上の空地又は通路にある樹木、塀及びその他の工作物で避難及び消火活動に支障がな 

いもの。（第４－８から第４－10 図参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－８図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第４－９図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－10図 
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エ 傾斜地及び河川敷で避難及び消火活動が有効にできるもの。（第４－11 図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－11図 

 

オ 周囲が建物で囲まれている中庭等で当該中庭等から通じる通路等があり、次の全てに適合す 

るもの。（第４－12図参照） 

ただし、通路等の幅員が４ⅿ以上、かつ、高さが４ⅿ以上ある場合については、中庭等をそ 

の他の空地として取り扱うことができる。 

（ｱ） 中庭から道に通じる通路及び出入口の幅員は１ⅿ以上、かつ、高さが1.8ⅿ以上であるこ 

と。 

（ｲ） 中庭から道に通じる部分の歩行距離は、20ⅿ以下であり、かつ、直接見通しができるもの 

であること。 

（ｳ） 道路に面する外壁に２以上の大型開口部があること。 

（ｴ） 道路に面する外壁の有効開口部で必要面積の２分の１以上を確保できること。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－12図 
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３ 開口部の構造 

次に掲げる開口部は、規則第５条の３第２項第３号の規定に適合するものとして取扱うことがで 

きる。（第３－１表参照） 

なお、金属膜処理を行った低放射ガラス（通称Low-Eガラス）は、同表の基板と同等なものとして 

取り扱って差し支えないものとする。 

⑴ ガラスを使用した開口部 

ア ガラスの厚さ8.0㎜以下（厚さが6.0㎜を超えるものは、ガラスの大きさが概ね２㎡以下で、 

かつ、ガラスの天端の高さが、設置されている床から２ⅿ以下のものに限る。）で、次のいず 

れかに該当するもの。 

(ｱ) 普通板ガラス（JIS R 3201） 

(ｲ) フロート板ガラス（JIS R 3202） 

(ｳ) 磨き板ガラス（JIS R 3202） 

(ｴ) 型板ガラス（JIS R 3203） 

(ｵ) 熱線吸収板ガラス（JIS R 3208） 

(ｶ) 熱線反射ガラス（JIS R 3221） 

イ ガラスの厚さ5.0㎜以下で、次のいずれかに該当するもの。 

(ｱ) 強化ガラス（JIS R 3206） 

(ｲ) 耐熱板ガラス 

(ｳ) 超耐熱性結晶ガラス 

ウ ガラスの厚さ6.8㎜以下又は外部に破壊作業ができる足場が設けられている場合は10.0㎜以下 

で、次のいずれかに該当するもの。 

(ｱ) 網入板ガラス（JIS R 3204） 

(ｲ) 線入板ガラス（JIS R 3204） 

エ 合わせガラス（JIS R 3205）が使用されている窓で、次のいずれかに該当するもの。 

(ｱ) 次に掲げる合わせガラスを使用したもの。 

ａ フロート板ガラス6.0㎜以下+PVB（ポリビニルブチラール）30㏕（膜厚0.76㎜）以下+フ 

ロート板ガラス6.0㎜以下 

ｂ 網入板ガラス6.8㎜以下+PVB（ポリビニルブチラール）30㏕（膜厚0.76mm）以下+フロー 

ト板ガラス5.0㎜以下 

(ｲ) 次に掲げる合わせガラスを使用したもので、外部に破壊作業ができる足場が設けられてい 

るもの。 

ａ フロート板ガラス5.0㎜以下+PVB（ポリビニルブチラール）60㏕（膜厚1.52㎜）以下+フ 

ロート板ガラス5.0㎜以下 

ｂ 網入板ガラス6.8mm以下+PVB（ポリビニルブチラール）60㏕（膜厚1.52mm）以下+フロー 

ト板ガラス6.0mm以下 

ｃ フロート板ガラス3.0㎜以下+PVB（ポリビニルブチラール）60㏕（膜厚1.52㎜）以下+型 

板ガラス4.0㎜以下 

オ 複層ガラス（JIS R 3209）が使用されている窓で、その２枚以上の材料板ガラスがそれぞれ 
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上記アからウにより構成されているもののほか、第３－１別表複層ガラスの判断基準によるこ 

と。 

カ 屋内からロックされている窓等 

上記アからオに該当するもので、当該ガラスの一部を破壊することにより外部から開放する 

ことができ、当該窓に設置されているクレセント錠等は２以下で、別個の鍵を用いたり暗証番 

号を入力しなければ解錠できないような特殊な鍵等が設置されているもの以外のもの。 

⑵ 開口部の有効寸法の算定は、開口部の形式等により第３－２表により判断するものであるこ 

と。 
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第３－１表ガラスの種類による開口部の取扱い 
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【備考】 

１ 「足場有り」とは、避難階又は外部バルコニー（建基令第126条の7に定める構造以上のもの及び 

共同住宅のバルコニーで奥行き60㎝以上もの。）又は屋上広場等破壊作業のできる足場が設けられ 

ているものをいう。 

２ 「引き違い」とは、引き違い窓、開き戸等、通常は屋内から開放でき、かつ、当該ガラスを一部 

破壊することにより、外部から容易に開放することができるものをいう。 

３ 「ＦＩＸ」とは、はめ殺し窓をいう。 

４ 「窓ガラス用フィルム A」は次のものをいう。 

⑴ ポリエチレンテレフタレート(以下「PET」という)製窓ガラス用フィルム（JIS A 5759）のうち、 

多積層(引裂強度を強くすることを目的として数十枚のフィルムを重ねて作られたフィルムをいう。 

以下同じ。)以外で、基材の厚さが 100μm以下のもの(内貼り用、外貼り用は問わない)を貼付した 

ガラス。 

⑵ 塩化ビニル製窓ガラス用フィルム（JIS A 5759）のうち、基材の厚さが 400μｍ以下のもの(内貼 

り用、外貼り用は問わない)を貼付したガラス。 

５ 「窓ガラス用フィルム B」は次のものをいう。 

⑴ PET製窓ガラス用フィルムのうち、多積層以外で、基材の厚さが 100μmを超え 400μｍ以下のも 

の(内貼り用、外貼り用は問わない)を貼付したガラス。 

⑵ PET製窓ガラス用フィルムのうち、多積層で、基材の厚さが 100μm以下のもの(内貼り用、外貼 

り用は問わない)を貼付したガラス。 

６ 「足場有り」欄の判定は、窓ガラス用フィルムの有無に関わらず、すべて(窓ガラス用フィルムなし、 

窓ガラス用フィルム A、窓ガラス用フィルム B)同じ判定であること。 
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第３－２表窓等の開口部の面積算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ シャッターを使用した開口部 

ア 軽量シャッターの開口部（ＣＰシャッターを除く。） 

(ｱ) 煙感知器と連動により解錠した後、屋内外から手動で開放できるもの。（非常電源付きの 

ものに限る。） 

(ｲ) 避難階又は避難階以外の階で足場を有し、屋外より消防隊が消防車両に積載している、エ 

ンジンカッター、バール及び斧等特殊な工具等を用いることなく容易に開放できるもの。 
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イ 防火シャッターの開口部 

(ｱ) 防災センター、警備員室又は中央管理室等常時人がいる場所から遠隔操作で開放できるも 

の。（非常電源付きのものに限る。） 

(ｲ) 屋内外から電動により開放できるもの。（非常電源付きのものに限る。） 

(ｳ) 屋外から水圧によって開放できる装置を備えたもので開放装置の送水口が１階にあるも 

の。 

⑷ ドアの開口部 

ア 手動式ドア（ハンガー式のものを含む。）で、屋内外から容易に開放できるもの。 

イ 電動式ドアで、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当するもの。 

(ｱ) 普通板ガラスで板厚6.0㎜以下のもの。 

(ｲ) 非常電源の作動又は手動により開放できるもの。 

ウ 鋼製ドア及びアルミ合金製ドアで屋外から水圧によって開放できる装置を備えたもので、開 

放装置の送水口が１階にあるもの。 

エ ガラス小窓付き鉄扉で、ガラスの小窓を局部破壊し、サムターン錠等を開錠できるもの。 

（第４－13図参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－13図 

【備考】 

１ 「ＣＰシャッター」とは、防犯性能の高い商品で、想定される侵入手口による攻撃に対して５分 

以上防ぐ性能を有するものをいう。 

２ 「非常電源」とは、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、電源回路は耐 

火配線とする。 

３ 「特殊な工具」とは、バール、手斧及びその他これらに類するもので、各消防車両に共通して積 

載してあるもの以外のものとする。 

４ 「軽量シャッター」とは、JIS A 4704で定めるスラットの板厚が1.0㎜以下のものをいう。 

５ 「防火シャッター」とは、JIS A 4705で定めるスラットの板厚が3.0㎜以上のものをいう。 

６ 「水圧によって開放できる装置」とは、（一財）消防設備安全センターの性能評定を受けたもの 

とする。（昭和52年12月19日消防予第251号） 
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４ 開口部の状態 

規則第５条の３第２項第４項に規定する「開口のため常時良好な状態」とは、次に掲げるものと 

する。 

⑴ 格子、ルーバー、広告物、日除けその他これらに類するものにより、避難及び消火活動上妨げ 

にならないこと。 

⑵ 開口部と間仕切壁等の間に通路を設け、間仕切壁の出入口を有効に設けたもので、次の全てに適 

合するもの。（第４－14図参照） 

ア 通路は通行又は運搬等に供され、かつ、可燃物等が存置されていないこと等常時通行に支障 

ないこと。 

イ 通路及び間仕切壁等の出入口の幅員は、概ね１ⅿ以上であること。（この場合、通路の幅員 

が場所により異なる場合は、その最小のものとする。） 

ウ 間仕切壁の出入口と歩行距離は、概ね 10ⅿ以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－14図 

 

５ その他 

⑴ 同一階が屋外空間で隔てられている場合又は開口部のない耐火構造の壁で区画されている場合 

にあっては、隔てられた部分又は区画された部分ごとに無窓階の判定を行うこと。 

⑵ 十分に外気に開放されている部分で、かつ、屋内的用途に該当する部分については、床面積の算

定上は当該部分を参入して行うこととされているが、無窓階の判定を行う上ではこれによらないも

のとする。（第４－15図参照） 

 

 

 

 

 

第４－15図 


